
（別 紙） 

Ⅰ いじめ防止体制（平常時）  

 

学校長・教頭 

   

連絡・報告                      連絡・報告 

                        ＜速やかな報告＞            

     

     ＜いじめ問題等対策委員会＞                       ＜各学年・ホームルーム＞ 

（構成メンバー）                             （学年主任・担任・副担任・教科担任） 

◎校長、教頭、○生徒課長、教育相談課長                ○学習指導の充実  ○特別活動の充実 

人権・同和教育課長、人権・同和教育主任                 ○担任による面接  ○教育相談の活用 

学年主任、養護教諭、（ＰＴＡ役員）       連絡・報告・支援   ○スクールライフアドバイザーの活用 

（スクールライフアドバイザー）                 ○いじめアンケートの実施（７月・11月・２月） 

                                   ○計画的な指導  ○いじめの実態把握・早期発見   

                                        

                       ＜情報収集／情報提供＞ 

 

                   生徒・保護者・地域・関係機関（警察等） 

 

  ※「いじめ問題等対策委員会」･･ いじめ防止のための年間指導計画を立案・点検・見直しを行う。 

◎学校長を委員長、○生徒課長を副委員長とする。 

委員長は、必要に応じて委員会を開催する。 

また、委員長は、必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとして出席依頼できる。 

 

 

 

Ⅱ いじめ防止体制（いじめ発生時） 

いじめ問題の発生 

 

     ＜関係機関との連携＞ 

     愛媛県教育委員会 

      愛媛県いじめ問題対策本部会議                         事実確認調査 

     警察／福祉機関          ＜いじめ問題等対策委員会＞      情報収集 

     医療機関等                               説明責任 

                                        

              迅速な対応、「誰がどう動くか」の確認、情報の一本化、窓口の一本化 

       

     

いじめられた生徒・保護者                      いじめた生徒・保護者 

    「あなたは全く悪くない」 

 

                       関係生徒への指導・援助 

       安全確保           保護者・地域への啓発活動        事実確認              

       学習環境の確保                        「いじめは絶対許されない」 

       告白できる環境 

                        情報提供・対策検討 

 

ホームルーム担任・副担任・学年団・部活動顧問、教科担任、生徒、保護者、地域、関係機関 

 

報道等への対応（教育委員会との連携） 

事後観察・支援の継続（日常観察・関係機関との連携） 

学校評価（取組の分析・改善） 

 

   ※ いじめが発覚した時点で緊急に、いじめ問題等対策委員会を開き、組織的に対応する。 

     いじめに係わる情報を適切に記録して情報を共有し、被害生徒を徹底して守り通す。 

特に、重大事態が発覚したときには、一般生徒等のメンタルヘルス・ケア等を行い、生徒の不安を解消させる。 
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